
第 6 号議案 

東海大学付属福岡（旧第五）高等学校同窓会 会則変更 （案） 

 

〔会則の変更理由〕 

今回の会則の変更は、役員の負担軽減を目的に会長代行役の創設と事務局次長の増員（1 名から 2

名）及び Web 総会開催の手続きとなっている。 

 

東海大学付属福岡（旧第五）高等学校同窓会 会則 （変更後） 

第１章 総 則 

《名称及び所在》 

第１条 本会は、東海大学付属福岡（旧第五）高等学校同窓会（以下「本会」という）と称し、事務局 

を福岡県宗像市田久１丁目９番地２の母校に置く。 

《目的及び活動》 

第２条 本会は、会員相互の親睦と母校及び東海学園の発展に寄与すること、社会公共への貢献を目的 

とし、その達成のために必要な活動を行う。 

《会員》 

第３条 本会会員は、次のとおりとする。 

 （１）正会員 東海大学付属福岡（旧第五）高等学校を卒業した者で、事務局へ入会届を提出し、会 

費を納入したもの。 

 （２）特別会員 教職員及び旧教職員をはじめ学校関係者で本会の目的に賛同し、本会の承認を得た

者。 

 

第２章 役員及び組織 

《役員と役割》 

第４条 本会の役員及び定数とその役割は次のとおりとする。 

 （１）会長 １名 本会を代表し会務を統括する。 

 （２）会長代行 1 名 会長の要請により必要に応じ設置することができる。任務は会長の権限を持ち主に会

長の支援と渉外の事案を処理する。ただし、この場合会長代行は会長と密接な意思疎通を行わなけれ

ばならない。 

 （３）副会長 ２名 会長を補佐し、会長に事故があるときにはこれを代行する。 

 （４）事務局長 １名 本会の会務を統括する。 

 （５）事務局次長 ２名 事務局長を補佐し、会務を担任する。 

 （６）会計 ２名 本会の出納を適正に管理する。 

 （７）理事 ２０名以内 本会活動について企画、立案するとともに実施に向けた諸活動を行う。 

 （８）顧問 若干名 現役校長及び本会功労者の中から本会の承認を得たもので会長が委嘱し、会長の諮問

に応じ指導助言を行う。 

 （９）監査 ２名 学校関係者１名及び会員１名を選任し、会計監査を行い総会に報告する。 



《選任》 

第５条 役員の選任は、総会の承認を得なければならない。ただし、役員に事故があった場合の後任や理

事の選任については、本会の運営や次の総会までに暇がないなどの状況に鑑み、理事会の承認を得て会

長が適宜指名できる。この場合、次期総会において報告しなければならない。 

《任期》 

第６条 役員の任期は３年間とし、再任を妨げない。なお、任期途中の就任者はその残任期間とする。 

 

第３章 会 議 

《総会》 

第７条 総会は、本会運営の最高決議機関とし、３年に一度開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、

臨時にこれを開くことができる。なお、次の手順にて実施する。 

 （１）議事内容 総会は、事業・決算報告、事業・予算計画ならびに役員の決定、会則の変更等、本会

運営の重要案件とする。 

 （２）総会成立と議決要件 会長が総会開催にあたって会員に周知を図ったうえで、これに出席した正

会員で成立する。なお、議案の決定は出席者の過半数とする。 

 （３）積極的な周知 会長は総会の実施に向けて日時、場所、議事内容等についてホームページ等の 

広報媒体を積極的に活用するなど周知を図らなければならない。 

（４）総会の開催は、上記第 1 項から第 3 項の規定によるほか、やむを得ない事情が生じた場合は広報誌や

電子媒体等により活動状況を会員に広く周知し更には意見聴取やその内容の役員協議等による手段

を実施することで総会に替えることができる。ただし、この場合事後にその内容の公表を行うこと。 

《幹事会》 

第８条 幹事会は、本会の執行機関とし運営の重要事項を協議する。構成は、会長、会長代行、副会長、事務

局長、事務局次長、会計とする。ただし、会長が必要と認める場合、他の者も出席させることができる。 

《理事会》 

第９条 理事会は、会長が必要に応じ招集し、第４条に掲げる役員をもって構成する。この会議では、活

動の企画・立案等の運営事項や総会の議案等を協議するなど本会の中核を担う。ただし、会長が必要と認

める場合、他の者も出席させることができる。 

《部会》 

第 10 条 会員相互の有志による企画・立案で一定の目的をもって、卒業回や地域等において組織を構成

し活動ができるものとする。なお、活動手順は次のとおりとする。 

 （１）活動の目的 部会設置は、本会則第 2 条の目的に沿ったものでなければならない。 

 （２）届出の義務 部会の代表者は、実施の目的や会員の構成等について必要に応じ報告し、本会の承

認を得なければならない。 

（３）部会活動の支援 会長は前項で承認された場合、部会活動を積極的に支援しなければならない。 

 

第 4 章 会 計 

《運営経費》 

第 11 条 本会の運営経費は、会費及び寄付金、事業収入等をもって充てる。 



《会費》 

第 12 条 本会の会費は、終身会費として 10,000 円を卒業時に納入する。なお、特別会員は免除する。 

《会計年度》 

第 13 条 本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

《会計処理及び監査》 

第 14 条 会計は、常に通帳や帳簿等を整理し会計年度終了後、監査による会計監査を受け、すみやかに

会長に報告しなければならない。 

《会計の公表》 

第 15 条 会長は前条による会計報告がなされた場合、その内容について総会等において承認を受けると

ともに、母校への報告やホームページ等においての公表に努めなければならない。 

 

第 5 章 補 則 

《細則》 

第 16 条 本条に定めのない必要な細則については、理事会の承認を得て別に定める。 

 

附則 本会会則は、昭和 44 年 4 月 1 日より施行する。 

附則 本会会則は、平成 10 年 2 月 22 日より施行する。 

附則 本会会則は、令和元年 10 月 6 日より施行する。（令和元年 10 月 5 日臨時総会） 

附則 本会会則は、令和８年７月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026（令和８）年度 東海大学付属福岡高等学校同窓会会則の変更 新旧対照表 

(新) （旧） 

第２章 役員及び組織 

《役員と役割》 

第４条 本会の役員及び定数とその役割は次のとお

りとする。 

 （１）会長 １名 本会を代表し会務を統括する。 

 （２）会長代行 1 名 会長の要請により必要に応

じ設置することができる。任務は会長の権限を持ち

主に会長の支援と渉外の事案を処理する。ただし、こ

の場合会長代行は会長と密接な意思疎通を行わなけ

ればならない。 

 （３）副会長 ２名 会長を補佐し、会長に事故が

あるときにはこれを代行する。 

 （４）事務局長 １名 本会の会務を統括する。 

 （５）事務局次長 ２名 事務局長を補佐し、会務

を担任する。 

 （６）会計 ２名 本会の出納を適正に管理する。 

 （７）理事 ２０名以内 本会活動について企画、

立案するとともに実施に向けた諸活動を行う。 

 （８）顧問 若干名 現役校長及び本会功労者の中

から本会の承認を得たもので会長が委嘱し、会長の

諮問に応じ指導助言を行う。 

 （９）監査 ２名 学校関係者１名及び会員１名を

選任し、会計監査を行い総会に報告する。 

 

〔途中略〕 

第３章 会 議 

《総会》 

第７条 総会は、本会運営の最高決議機関とし、３年

に一度開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、

臨時にこれを開くことができる。なお、次の手順にて

実施する。 

 （１）議事内容 総会は、事業・決算報告、事業・

予算計画ならびに役員の決定、会則の変更等、本会運

営の重要案件とする。 

 （２）総会成立と議決要件 会長が総会開催にあた

って会員に周知を図ったうえで、これに出席した正

第２章 役員及び組織 

《役員と役割》 

第４条 本会の役員及び定数とその役割は次のとお

りとする。 

 （１）会長 １名 本会を代表し会務を統括する。 

（追加） 

 （２）副会長 ３名 会長を補佐し、会長に事故が

あるときにはこれを代行する。 

 （３）事務局長 １名 本会の会務を統括する。 

 （４）事務局次長 1 名 事務局長を補佐し、会務

を担任する。 

 （５）会計 ２名 本会の出納を適正に管理する。 

 （６）理事 ２０名以内 本会活動について企画、

立案するとともに実施に向けた諸活動を行う。 

 （７）顧問 若干名 現役校長及び本会功労者の中

から本会の承認を得たもので会長が委嘱し、会長の

諮問に応じ指導助言を行う。 

 （８）監査 ２名 学校関係者１名及び会員１名を

選任し、会計監査を行い総会に報告する。 

 

〔途中略〕 

第３章 会 議 

《総会》 

第７条 総会は、本会運営の最高決議機関とし、３年

に一度開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、

臨時にこれを開くことができる。なお、次の手順にて

実施する。 

 （１）議事内容 総会は、事業・決算報告、事業・

予算計画ならびに役員の決定、会則の変更等、本会運

営の重要案件とする。 

 （２）総会成立と議決要件 会長が総会開催にあた

って会員に周知を図ったうえで、これに出席した正

会員で成立する。なお、議案の決定は出席者の過半数

とする。 

 （３）積極的な周知 会長は総会の実施に向けて日

時、場所、議事内容等についてホームページ等の 



会員で成立する。なお、議案の決定は出席者の過半数

とする。 

 （３）積極的な周知 会長は総会の実施に向けて日

時、場所、議事内容等についてホームページ等の 

広報媒体を積極的に活用するなど周知を図らなけれ

ばならない。 

（４）総会の開催は、上記第 1 項から第 3 項の規

定によるほか、やむを得ない事情が生じた場合は広

報誌や電子媒体等により活動状況を会員に広く周知

し更には意見聴取やその内容の役員協議等による手

段を実施することで総会に替えることができる。た

だし、この場合事後にその内容の公表を行うこと。 

《幹事会》 

第８条 幹事会は、本会の執行機関とし運営の重要

事項を協議する。構成は、会長、会長代行、副会長、

事務局長、事務局次長、会計とする。ただし、会長が

必要と認める場合、他の者も出席させることができ

る。 

 

〔途中略〕 

 

附則 本会会則は、昭和 44 年 4 月 1 日より施行す

る。 

附則 本会会則は、平成 10 年 2 月 22 日より施行す

る。 

附則 本会会則は、令和元年 10 月 6 日より施行す

る。（令和元年 10 月 5 日臨時総会） 

附則 本会会則は、令和８年７月１日より施行する。 

 

広報媒体を積極的に活用するなど周知を図らなけれ

ばならない。 

（追加） 

《幹事会》 

第８条 幹事会は、本会の執行機関とし運営の重要

事項を協議する。構成は、会長、（追加）副会長、事

務局長、事務局次長、会計とする。ただし、会長が必

要と認める場合、他の者も出席させることができる。 

 

〔途中略〕 

 

附則 本会会則は、昭和 44 年 4 月 1 日より施行す

る。 

附則 本会会則は、平成 10 年 2 月 22 日より施行す

る。 

附則 本会会則は、令和元年 10 月 6 日より施行す

る。（令和元年 10 月 5 日臨時総会） 

 

 


